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議案第５７～５９号、第６１～６３号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

 基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
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１ 改正の概要について

２

● 改正の趣旨

現在、管理栄養士国家試験を受験するには栄養士であることが要件とされている
が、令和６年法律第５３号による栄養士法の改正により、管理栄養士養成施設の卒
業者は栄養士でなくとも管理栄養士国家試験の受験が可能となる。
これに伴い、令和６年１２月２７日公布の厚生労働省令第１６４号により、事業

所・施設の人員配置基準等において「栄養士」と記載されているものについて、
「栄養士又は管理栄養士」と記載されることが示されたため、関係条例の規定を整
理する。

● 改正内容

条例中の人員配置基準等において「栄養士」が対象であるものを「栄養士
または管理栄養士」を対象とするよう、関連する条項を改正する。

● 施行日

令和７年４月１日
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３

２－１ 改正内容の詳細

省令の改正

○ 施設の人員配置基準等において、全て管理栄養士が栄養士であることを前提として
単に栄養士のみを規定しているものを「栄養士」と「管理栄養士」に分ける。

現行 改正後

管理
栄養士

管理
栄養士

栄養士 栄養士

「栄養士」は「管理栄養士」
を含む

「栄養士」に「管理栄養士」
は含まれない
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４

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

栄養士に管理栄養士が含まれているため、単に「栄養士」のみを規定

第１４８条 抜粋
…栄養士との連携を図ることにより…

栄養士に管理栄養士が含まれないため、「栄養士」と「管理栄養士」を分ける

第１４８条 抜粋
…栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより…

２－２ 改正内容の詳細

現行

改正後
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５

１ 議案第５７号 大津市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

２ 議案第５８号 大津市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

３ 議案第５９号 大津市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

４ 議案第６１号 大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

５ 議案第６２号 大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

６ 議案第６３号 大津市介護保険法に基づく指定指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定
について

３ 改正の対象となる条例
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大津市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年条例第９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営

に関する基準を定める条例 

大津市老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営

に関する基準を定める条例 

平成２５年３月２２日 平成２５年３月２２日 

条例第９号 条例第９号 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第１２条 養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならな

い。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員５０人未満の養

護老人ホーム（併設する特別養護老人ホームの栄養士              

との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待

することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。）に

あっては第６号の栄養士              を、調理業務の全部を委託す

る養護老人ホームにあっては第７号の調理員を、それぞれ置かないこ

とができる。 

第１２条 養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならな

い。ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員５０人未満の養

護老人ホーム（併設する特別養護老人ホームの栄養士又は管理栄養士

との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待

することができ、かつ、入所者の処遇に支障がないものに限る。）に

あっては第６号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託す

る養護老人ホームにあっては第７号の調理員を、それぞれ置かないこ

とができる。 

（１） 施設長 １ （１）から（５）まで （略） 

（２） 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために

必要な数 

 

（３） 生活相談員  

ア 常勤換算方法（当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当

該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除する
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ことにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。）

で、入所者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上とするこ

と。 

イ 生活相談員のうち入所者の数が１００又はその端数を増すごと

に１人以上を主任生活相談員とすること。 

 

（４） 支援員  

ア 常勤換算方法で、一般入所者（入所者であって、指定特定施設

入居者生活介護（大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２５年条例第１５号。以下「指定居宅サービス等基準等条例」と

いう。）第２１７条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介

護をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定施設入居者生活介

護（大津市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年条

例第１７号）第１３０条第１項に規定する指定地域密着型特定施

設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定介護予防特定施

設入居者生活介護（大津市介護保険法に基づく指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例（平成２５年条例第１６号。以下「指定介護予防サー

ビス等基準等条例」という。）第２０３条第１項に規定する指定

介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供を
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受けていないものをいう。以下同じ。）の数が１５又はその端数

を増すごとに１以上とすること。 

イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。  

（５） 看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 常勤換

算方法で、入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上 

 

（６） 栄養士               １以上 （６） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（７） 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に

応じた適当数 

（７） （略） 

２ 前項（第１号、第２号、第６号及び第７号を除く。）の規定にかか

わらず、視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の７割を超

える養護老人ホーム（以下この項において「盲養護老人ホーム等」と

いう。）に置くべき生活相談員、支援員及び看護職員については、次

に定めるところによる。 

２から１０まで （略） 

（１） 生活相談員  

ア 常勤換算方法で、１に、入所者の数が３０又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上とすること。 

 

イ 生活相談員のうち入所者の数が１００又はその端数を増すごと

に１人以上を主任生活相談員とすること。 

 

（２） 支援員  

ア 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる支援員の数以上とすること。 
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イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。  

（３） 看護職員  

ア 入所者の数が１００を超えない盲養護老人ホーム等にあって

は、常勤換算方法で、２以上とすること。 

 

イ 入所者の数が１００を超える盲養護老人ホーム等にあっては、

常勤換算方法で、２に、入所者の数が１００を超えて１００又は

その端数を増すごとに１を加えて得た数以上とすること。 

 

３ 前２項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。た

だし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 

 

４ 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業

所、施設等の職務に従事することができる。 

 

５ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム（当

該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の養護老

人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診

療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この条に

おいて「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施

設とは別の場所で運営される入所定員が２９人以下の養護老人ホーム

をいう。以下この条において同じ。）の医師については、本体施設の

医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

６ 第１項第３号イ又は第２項第１号イの主任生活相談員のうち１人以  
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上は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、

指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介

護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームで

あって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養護老人ホームが

行う当該事業に係る他の職務に従事することができることとし、第１

項第３号イの主任生活相談員については、サテライト型養護老人ホー

ムにあっては、常勤換算方法で、１以上とする。 

７ 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活

介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホーム

に置くべき生活相談員の数については、第１項第３号又は第２項第１

号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、１を減じた数とす

ることができる。 

 

８ 第１項第４号イ又は第２項第２号イの主任支援員は、常勤の者でな

ければならない。 

 

９ 第１項第５号又は第２項第３号の看護職員のうち１人以上は、常勤

の者でなければならない。ただし、第１項第５号の看護職員について

は、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護（指

定居宅サービス等基準等条例第２３８条に規定する外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護を除く。）、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定

介護予防サービス等基準等条例第２２６条に規定する外部サービス利

用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）を行う養護老人
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ホームにあっては、常勤換算方法で、１以上とする。 

１０ 養護老人ホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員

に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除く。）を行わせな

ければならない。 

 

１１ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテライ

ト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士                  又は調

理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合に

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると

認められるときは、これを置かないことができる。 

１１ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にかかわらず、サテライ

ト型養護老人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は調

理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合に

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると

認められるときは、これを置かないことができる。 

（１） 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士                  又

は調理員、事務員その他の職員 

（１） 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又

は調理員、事務員その他の職員 

（２） 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士                  

又は調理員、事務員その他の職員 

（２） 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士

又は調理員、事務員その他の職員 

（３） 介護医療院 栄養士                  又は調理員、事務員

その他の従業者 

（３） 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は調理員、事務員

その他の従業者 

（４） 病院（病床数１００以上の病院に限る。） 栄養士         

      

（４） 病院（病床数１００以上の病院に限る。） 栄養士又は管理

栄養士 

（５） 診療所 事務員その他の職員 （５） （略） 
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大津市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年条例第１０号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び

運営に関する基準を定める条例 

大津市老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び

運営に関する基準を定める条例 

平成２５年３月２２日 平成２５年３月２２日 

条例第１０号 条例第１０号 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第１１条 特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければな

らない。ただし、入所定員が４０人を超えない特別養護老人ホームに

あっては、他の社会福祉施設等の栄養士              との連携を図

ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待すること

ができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第５号の

栄養士              を置かないことができる。 

第１１条 特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければな

らない。ただし、入所定員が４０人を超えない特別養護老人ホームに

あっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図

ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待すること

ができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第５号の

栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 

（１） 施設長 １ （１）から（４）まで （略） 

（２） 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために

必要な数 

 

（３） 生活相談員 入所者の数が１００又はその端数を増すごとに

１以上 

 

（４） 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」と

いう。） 

 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法（当該職員のそ  
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れぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて

常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の

数に換算する方法をいう。以下同じ。）で、入所者の数が３又は

その端数を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。  

（ア） 入所者の数が３０を超えない特別養護老人ホームにあっ

ては、常勤換算方法で、１以上 

 

（イ） 入所者の数が３０を超えて５０を超えない特別養護老人

ホームにあっては、常勤換算方法で、２以上 

 

（ウ） 入所者の数が５０を超えて１３０を超えない特別養護老

人ホームにあっては、常勤換算方法で、３以上 

 

（エ） 入所者の数が１３０を超える特別養護老人ホームにあっ

ては、常勤換算方法で、３に、入所者の数が１３０を超えて５

０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

 

（５） 栄養士               １以上 （５） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（６） 機能訓練指導員 １以上 （６）及び（７） （略） 

（７） 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実

情に応じた適当数 

 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又

は再開の場合は、推定数による。 

２から６まで （略） 

３ 施設長及び第１項第３号の生活相談員は、常勤の者でなければなら

ない。 
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４ 看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。  

５ 第１項第６号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の

職務に従事することができる。 

 

６ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職員

の数は、サテライト型居住施設（当該施設を設置しようとする者によ

り設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設

若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対す

る支援機能を有するもの（以下「本体施設」という。）と密接な連携

を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養

護老人ホーム（入所定員が２９人以下の特別養護老人ホームをいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設である特別養護老人ホ

ームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員

その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所

者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎と

して算出しなければならない。 

 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第４５条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置か

なければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士           

   との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの

効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に

支障がないときは、第５号の栄養士              を置かないことが

できる。 

第４５条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置か

なければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄

養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの

効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に

支障がないときは、第５号の栄養士又は管理栄養士を置かないことが

できる。 
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（１） 施設長 １ （１）から（４）まで （略） 

（２） 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために

必要な数 

 

（３） 生活相談員 １以上  

（４） 介護職員又は看護職員  

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数

が３又はその端数を増すごとに１以上とすること。 

 

イ 看護職員の数は、１以上とすること。  

（５） 栄養士               １以上 （５） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（６） 機能訓練指導員 １以上 （６）及び（７） （略） 

（７） 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人

ホームの実情に応じた適当数 

 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又

は再開の場合は、推定数による。 

２から８まで （略） 

３ 第１項、第６項及び第８項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞ

れの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおい

て常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数

に換算する方法をいう。 

 

４ 第１項第１号の施設長は、常勤の者でなければならない。  

５ 第１項第２号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師に

ついては、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者
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の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないこ

とができる。 

６ 第１項第３号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただ

し、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

 

７ 第１項第４号の介護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければ

ならない。 

 

８ 第１項第４号の看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければ

ならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法

で１以上とする。 

 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定にかかわらず、サテ

ライト型居住施設の生活相談員、栄養士                  、機能訓

練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本

体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われ

ていると認められるときは、これを置かないことができる。 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定にかかわらず、サテ

ライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓

練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本

体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われ

ていると認められるときは、これを置かないことができる。 

（１） 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士                 

 、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員 

（１） 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養

士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員 

（２） 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士                  、

理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者 

（２） 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、

理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者 

（３） 介護医療院 栄養士                  又は調理員、事務員

その他の従業者 

（３） 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は調理員、事務員

その他の従業者 

（４） 病院（病床数１００以上の病院に限る。） 栄養士         （４） 病院（病床数１００以上の病院に限る。） 栄養士又は管理
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      栄養士 

（５） 診療所 事務員その他の従業者 （５） （略） 

１０ 第１項第６号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人

ホームの他の職務に従事することができる。 

１０及び１１ （略） 

１１ 地域密着型特別養護老人ホームに大津市介護保険法に基づく指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２５年条例第１５号。以下「指定居宅サービス等基準等条

例」という。）第１４８条第１項に規定する指定短期入所生活介護事

業所又は大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年

条例第１６号）第１３０条第１項に規定する指定介護予防短期入所生

活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）が

併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医

師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該

指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われる

と認められるときは、これを置かないことができる。 

 

１２ 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準等条例

第１００条第１項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活

介護事業所等又は大津市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５

年条例第１７号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。）

１２ 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準等条例

第１００条第１項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活

介護事業所等又は大津市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５

年条例第１７号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。）
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第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しく

は指定地域密着型サービス基準等条例第６２条第１項に規定する併設

型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは大津市介護

保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年条

例第１８号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準等条例」と

いう。）第６条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設さ

れる事業所の生活相談員、栄養士                  、機能訓練指導

員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老

人ホームの生活相談員、栄養士                  、機能訓練指導員

又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が

適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しく

は指定地域密着型サービス基準等条例第６２条第１項に規定する併設

型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは大津市介護

保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年条

例第１８号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準等条例」と

いう。）第６条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設さ

れる事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導

員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老

人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員

又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が

適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

１３ 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介

護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所

定員と同数を上限とする。 

１３から１５まで （略） 

１４ 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準等

条例第８３条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、

指定地域密着型サービス基準等条例第１９２条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サー

ビス基準等条例第４５条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」と
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いう。）が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人

ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス

基準等条例第８３条若しくは第１９２条又は指定地域密着型介護予防

サービス基準等条例第４５条に定める人員に関する基準を満たす従業

者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事すること

ができる。 

１５ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職

員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養

護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、

事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別

養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者

の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 
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大津市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営

に関する基準を定める条例 

大津市社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営

に関する基準を定める条例 

平成２５年３月２２日 平成２５年３月２２日 

条例第１１号 条例第１１号 

（職員配置の基準） （職員配置の基準） 

第１１条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおり

とする。ただし、入所定員が４０人以下又は他の社会福祉施設等の栄

養士              との連携を図ることにより効果的な運営を期待す

ることができる軽費老人ホーム（入所者に提供するサービスに支障が

ない場合に限る。）にあっては第４号の栄養士              を、調

理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第６号の調理員を

置かないことができる。 

第１１条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおり

とする。ただし、入所定員が４０人以下又は他の社会福祉施設等の栄

養士又は管理栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待す

ることができる軽費老人ホーム（入所者に提供するサービスに支障が

ない場合に限る。）にあっては第４号の栄養士又は管理栄養士を、調

理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第６号の調理員を

置かないことができる。 

（１） 施設長 １ （１）から（３）まで （略） 

（２） 生活相談員 入所者の数が１２０又はその端数を増すごとに

１以上 

 

（３） 介護職員  

ア 一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（大

津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年条例第１５号）
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第２１７条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護をい

う。以下同じ。）、指定介護予防特定施設入居者生活介護（大津

市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年

条例第１６号）第２０３条第１項に規定する指定介護予防特定施

設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型特定

施設入居者生活介護（大津市介護保険法に基づく指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２５年条例第１７号）第１３０条第１項に規定する指定

地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供

を受けていない者をいう。以下同じ。）の数が３０以下の軽費老

人ホームにあっては、常勤換算方法（当該職員のそれぞれの勤務

延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務

する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法

をいう。以下同じ。）で、１以上 

イ 一般入所者の数が３０を超えて８０以下の軽費老人ホームにあ

っては、常勤換算方法で、２以上 

 

ウ 一般入所者の数が８０を超える軽費老人ホームにあっては、常

勤換算方法で、２に実情に応じた適当数を加えて得た数 

 

（４） 栄養士               １以上 （４） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（５） 事務員 １以上 （５）及び（６） （略） 
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（６） 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適

当数 

 

２ 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただ

し、新規設置又は再開の場合は、推定数による。 

２から８まで （略） 

３ 施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、他の事業

所、施設等の職務に従事することができる。 

 

４ 第１項第２号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員

のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。 

 

５ 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介

護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホーム

にあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第１項

第２号の生活相談員のうち１人を置かないことができる。 

 

６ 第１項第３号の介護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければな

らない。 

 

７ 第１項第３号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社

会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法によ

り当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合で

あって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ

入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち１人を置かないこと

ができる。 

 

８ 第５項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員につ  
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いては、いずれか１人を置かなければならない。 

９ 第１項第４号の栄養士              及び同項第５号の事務員のそ

れぞれのうち１人は、常勤でなければならない。 

９ 第１項第４号の栄養士又は管理栄養士及び同項第５号の事務員のそ

れぞれのうち１人は、常勤でなければならない。 

１０ 第１項第５号の事務員は、入所定員が６０人以下の場合又は他の

社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供

するサービスに支障がない場合は、置かないことができる。 

１０から１２まで （略） 

１１ 第１項第６号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム

（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介

護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対

する支援機能を有するもの（以下この項において「本体施設」という。）

との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入

所定員が２９人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同

じ。）の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合

には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当

該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に

行われていると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

（１） 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業

者 

 

（２） 診療所 その他の職員  

１２ 軽費老人ホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員

に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除く。）を行わせな

ければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が
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整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応することが

できる体制が整備されている場合は、この限りでない。 
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大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年条例第１５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

平成２５年３月２２日 平成２５年３月２２日 

条例第１５号 条例第１５号 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１４８条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入

所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

短期入所生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所生

活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第５節までにおいて「短

期入所生活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。た

だし、利用定員（当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指

定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定短

期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定

介護予防サービス等基準等条例第１３０条第１項に規定する指定介護

予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活

介護（指定介護予防サービス等基準等条例第１２９条に規定する指定

介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所に

第１４８条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入

所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

短期入所生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所生

活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第５節までにおいて「短

期入所生活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。た

だし、利用定員（当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指

定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定短

期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定

介護予防サービス等基準等条例第１３０条第１項に規定する指定介護

予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活

介護（指定介護予防サービス等基準等条例第１２９条に規定する指定

介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所に
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おける指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利

用者。以下この節及び次節並びに第１６５条において同じ。）の数の

上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が４０人を

超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設

等の栄養士              との連携を図ることにより当該指定短期入

所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、利用者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士             

 を置かないことができる。 

おける指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利

用者。以下この節及び次節並びに第１６５条において同じ。）の数の

上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が４０人を

超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設

等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入

所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、利用者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士又は管理栄養

士を置かないことができる。 

（１） 医師 １以上 （１）から（３）まで （略） 

（２） 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその

端数を増すごとに１以上 

 

（３） 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において

「看護職員」という。） 常勤換算方法で、利用者の数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上 

 

（４） 栄養士               １以上 （４） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（５） 機能訓練指導員 １以上 （５）及び（６） （略） 

（６） 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の

実情に応じた適当数 

 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であ

って、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して

指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる

２から８まで （略） 
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短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これら

の従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなし

た場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされ

る数が確保されるために必要な数以上とする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指

定を受ける場合は、推定数による。 

 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４に

規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護

老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を

受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設さ

れる指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム

等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」という。）に

ついては、老人福祉法、医療法（昭和２３年法律第２０５号）又は法

に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加

えて、第１項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものと

する。 

 

５ 第１項第２号の生活相談員のうち１人以上は常勤でなければならな

いものとし、同項第３号の介護職員又は看護職員のうち１人以上は常

勤でなければならない。ただし、利用定員が２０人未満である併設事

業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれ

も常勤で配置しないことができる。 
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６ 指定短期入所生活介護事業者は、第１項第３号の規定により看護職

員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要が

ある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション（併設事

業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以

下この章において「併設本体施設」という。）を含む。）との密接な

連携により看護職員を確保するものとする。 

 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短

期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとす

る。 

 

８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介

護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等基準等条例第

１３０条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１８３条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活

介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「短期入所生

活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、他

の社会福祉施設等の栄養士              との連携を図ることにより

第１８３条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活

介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「短期入所生

活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、他

の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより
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当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第３号の

栄養士              を置かないことができる。 

当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第３号の

栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 

（１） 生活相談員 １以上 （１）及び（２） （略） 

（２） 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準

該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と

基準該当介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス等基準

等条例第１６６条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護を

いう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営し

ている場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活

介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条

及び第１８５条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごと

に１以上 

 

（３） 栄養士               １以上 （３） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（４） 機能訓練指導員 １以上 （４）及び（５） （略） 

（５） 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業

所の実情に応じた適当数 

 

２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規

に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。 

２から５まで （略） 

３ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該

当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものと
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する。 

４ 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指

定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項

各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

 

５ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活

介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に

運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準等条例

第１６７条第１項から第４項までに規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１９０条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入

所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療

養介護の提供に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。 

第１９０条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入

所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療

養介護の提供に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。 

（１） 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、

看護職員（看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。）、

介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士     

         の員数は、それぞれ、利用者（当該指定短期入所療養介護

事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サー

（１） 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっ

ては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、

看護職員（看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。）、

介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は

管理栄養士の員数は、それぞれ、利用者（当該指定短期入所療養介

護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サ
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ビス等基準等条例第１７４条第１項に規定する指定介護予防短期入

所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護（指

定介護予防サービス等基準等条例第１７３条に規定する指定介護予

防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所にお

ける指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利

用者。以下この条及び第２０２条において同じ。）を当該介護老人

保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保

健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とす

る。 

ービス等基準等条例第１７４条第１項に規定する指定介護予防短期

入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護

（指定介護予防サービス等基準等条例第１７３条に規定する指定介

護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護

の利用者。以下この条及び第２０２条において同じ。）を当該介護

老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老

人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

とする。 

（２） 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を

いう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指定短期入所療

養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置く

べき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助

者をいう。）、栄養士              及び理学療法士又は作業療法

士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診

療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とす

る。 

（２） 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を

いう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指定短期入所療

養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置く

べき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助

者をいう。）、栄養士又は管理栄養士及び理学療法士又は作業療法

士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診

療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とす

る。 

（３） 診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短期入所

療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する

病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方

法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上であること、

（３） （略） 
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かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若し

くは准看護師又は介護職員を１以上配置していること。 

（４） 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士             

 の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした

場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保

されるために必要な数以上とする。 

（４） 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養

士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなし

た場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確

保されるために必要な数以上とする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介

護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等基準等条例第

１７４条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

２ （略） 
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大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年条例第１６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例 

大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例 

平成２５年３月２２日 平成２５年３月２２日 

条例第１６号 条例第１６号 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１３０条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指

定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）ごと

に置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以

下この節から第５節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」

という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員（当該指

定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期

入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定介護予防

短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サ

ービス等基準等条例第１４８条第１項に規定する指定短期入所生活介

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護

第１３０条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指

定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）ごと

に置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以

下この節から第５節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」

という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員（当該指

定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期

入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定介護予防

短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サ

ービス等基準等条例第１４８条第１項に規定する指定短期入所生活介

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護
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予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護（指定居宅サー

ビス等基準等条例第１４７条に規定する指定短期入所生活介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生

活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並び

に第１４０条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節から第

４節までにおいて同じ。）が４０人を超えない指定介護予防短期入所

生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士           

   との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、第４号の栄養士              を置かない

ことができる。 

予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護（指定居宅サー

ビス等基準等条例第１４７条に規定する指定短期入所生活介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生

活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並び

に第１４０条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節から第

４節までにおいて同じ。）が４０人を超えない指定介護予防短期入所

生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄

養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、第４号の栄養士又は管理栄養士を置かない

ことができる。 

（１） 医師 １以上 （１）から（３）まで （略） 

（２） 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が１００又はその

端数を増すごとに１以上 

 

（３） 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において

「看護職員」という。） 常勤換算方法で、利用者の数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上 

 

（４） 栄養士               １以上 （４） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（５） 機能訓練指導員 １以上 （５）及び（６） （略） 

（６） 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護

事業所の実情に応じた適当数 
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２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第

２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であ

って、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して

指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号

に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にか

かわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホーム

の入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホーム

として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

２から８まで （略） 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指

定を受ける場合は、推定数による。 

 

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４に

規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護

老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を

受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設さ

れる指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老

人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」とい

う。）については、老人福祉法、医療法（昭和２３年法律第２０５号）

又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業

者に加えて、第１項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を

確保するものとする。 

 

５ 第１項第２号の生活相談員のうち１人以上は常勤でなければならな  
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いものとし、同項第３号の介護職員又は看護職員のうち１人以上は常

勤でなければならない。ただし、利用定員が２０人未満である併設事

業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれ

も常勤で配置しないことができる。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第１項第３号の規定によ

り看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じ

て必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステ

ーション（併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養

護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」という。）を

含む。）との密接な連携により看護職員を確保するものとする。 

 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介

護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるも

のとする。 

 

８ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業

と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定居宅サービス等基準等条例第１４

８条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

 

（従業者の員数） （従業者の員数） 
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第１６７条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護

予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節にお

いて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。）の員数は、次の

とおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士              

との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、第３号の栄養士              を置かない

ことができる。 

第１６７条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護

予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節にお

いて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。）の員数は、次の

とおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士

との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、第３号の栄養士又は管理栄養士を置かない

ことができる。 

（１） 生活相談員 １以上 （１）及び（２） （略） 

（２） 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準

該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所

生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護（指定居宅サービス等

基準等条例第１８２条に規定する基準該当短期入所生活介護をい

う。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営して

いる場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入

所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及

び第１６９条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに

１以上 

 

（３） 栄養士               １以上 （３） 栄養士又は管理栄養士 １以上 

（４） 機能訓練指導員 １以上 （４）及び（５） （略） 

（５） 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活

介護事業所の実情に応じた適当数 
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２ 前項第２号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規

に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定

数による。 

２から５まで （略） 

３ 第１項第４号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能

の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該

当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができ

るものとする。 

 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規

定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされ

る数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる介護予防短期入所生活介

護従業者を確保するものとする。 

 

５ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活

介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に

運営されている場合については、指定居宅サービス等基準等条例第１

８３条第１項から第４項までに規定する人員に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１７４条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指

定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごと

に置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以

第１７４条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指

定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごと

に置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以
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下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。）の員数は、次のと

おりとする。 

下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。）の員数は、次のと

おりとする。 

（１） 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業

所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師をいう。

以下この章において同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士

又は作業療法士及び栄養士              の員数は、それぞれ、利

用者（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療

養介護事業者（指定居宅サービス等基準等条例第１９０条第１項に

規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定

短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準等条例第１８９条に規

定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養

介護の利用者。以下この条及び第１８０条において同じ。）を当該

介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介

護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数

以上とする。 

（１） 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業

所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師をいう。

以下この章において同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士

又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士の員数は、それぞれ、利

用者（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療

養介護事業者（指定居宅サービス等基準等条例第１９０条第１項に

規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定

短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準等条例第１８９条に規

定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養

介護の利用者。以下この条及び第１８０条において同じ。）を当該

介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介

護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数

以上とする。 

（２） 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を

いう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指定介護予防短

期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職

員（同法に規定する看護補助者をいう。）、栄養士              

及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する

（２） 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を

いう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指定介護予防短

期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職

員（同法に規定する看護補助者をいう。）、栄養士又は管理栄養士

及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する
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療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保され

るために必要な数以上とする。 

療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保され

るために必要な数以上とする。 

（３） 診療所（前号に該当するものを除く。）である指定介護予防

短期入所療養介護事業所において、当該指定介護予防短期入所療養

介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計

は、常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１

以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制のため、看護師

若しくは准看護師又は介護職員を１人以上配置していること。 

（３） （略） 

（４） 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、

薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養

士              の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の

入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要

とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

（４） 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、

薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養

士又は管理栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の

入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要

とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介

護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定居宅サービス等基準等条例第１９

０条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

２ （略） 
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大津市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２５年条例第１７号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

大津市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

平成２５年３月２２日 平成２５年３月２２日 

条例第１７号 条例第１７号 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数

は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管

理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の

処遇に支障がないときは、第４号の栄養士又は管理栄養士を置かない

ことができる。 

第１５２条 （略） 

（１） 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために

必要な数 

 

（２） 生活相談員 １以上  

（３） 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において

「看護職員」という。） 

 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数

が３又はその端数を増すごとに１以上とすること。 

 

イ 看護職員の数は、１以上とすること。  
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（４） 栄養士又は管理栄養士 １以上  

（５） 機能訓練指導員 １以上  

（６） 介護支援専門員 １以上  

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定

を受ける場合は、推定数による。 

２から１２まで （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただ

し、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設（当該施

設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老

人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施

設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び

第１７項、次条第１項第６号並びに第１８１条第４項において同じ。）、

介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該

施設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本体施設」

という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運

営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の医

師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入

所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かな

いことができる。 

 

５ 第１項第２号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただ

し、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 
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６ 第１項第３号の介護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければ

ならない。 

 

７ 第１項第３号の看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければ

ならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法

で１以上とする。 

 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず、サテ

ライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓

練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合

には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当

該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

 

（１） 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介

護支援専門員 

 

（２） 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員 

 

（３） 病院 栄養士又は管理栄養士（病床数１００以上の病院の場

合に限る。） 

 

（４） 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員  

９ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能

を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると

認められる者でなければならない。 
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１０ 第１項第５号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の他の職務に従事することができる。 

 

１１ 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤

の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することがで

きる。 

 

１２ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所

又は大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年条

例第１６号）第１３０条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活

介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）が併

設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師

については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該

指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われる

と認められるときは、これを置かないことができる。 

 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居

宅サービス等基準等条例第１００条第１項に規定する指定通所介護事

業所をいう。以下同じ。）、指定短期入所生活介護事業所等、指定地

域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業

を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準等条例第

６条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居

宅サービス等基準等条例第１００条第１項に規定する指定通所介護事

業所をいう。以下同じ。）、指定短期入所生活介護事業所等、指定地

域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業

を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準等条例第

６条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事
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業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所

の生活相談員、栄養士                  又は機能訓練指導員につい

ては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若

しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができ

る。 

業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所

の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員につい

ては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若

しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができ

る。 

１４ 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活

介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の

入所定員と同数を上限とする。 

１４から１７まで （略） 

１５ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合

においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員

については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことができる。 

 

１６ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護

事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型

介護予防サービス基準等条例第４５条第１項に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護

事業所等」という。）が併設される場合においては、当該指定地域密

着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従
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業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第８３

条若しくは第１９２条又は指定地域密着型介護予防サービス基準等条

例第４５条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれている

ときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。 

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サ

テライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施

設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を

置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者

の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎とし

て算出しなければならない。この場合における介護支援専門員の数は、

同号の規定にかかわらず、１以上（入所者の数が１００又はその端数

を増すごとに１を標準とする。）とする。 
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